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厚生労働省子ども家庭局母子保健課
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○ 産後ケア事業を行う施設における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止することを目的とする。

事業目的等

○ 市町村

実施主体

産後ケア事業を行う施設における感染拡大防止対策事業
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令和３年度補正予算額：0.4億円

○ 事業の内容

産後ケア事業を行う施設について、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、

感染症対策の徹底を図りながら支援を継続的に実施していくために必要な経費（かかり増し

経費）のほか、消毒液等の卸・販社からの一括購入等や施設の消毒に必要となる経費を補助

する。

○ 補助基準額案：500千円

○ 補助率： 国 1/2

事業の概要



市区町村の母子健康包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を再編し、妊産婦、子育て世帯、子どもへの一体的相談を行う機能を有す
る機関の整備等を推進するとともに、支援を必要とする妊産婦、子育て世帯、子どもを対象とした新たな家庭支援（訪問支援等）を推進して
いくことで、包括的な支援体制の構築を図る。

新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備していくための支援

目 的
令和３年度補正予算額：６０２億円（安心こども基金に計上）

支援内容

(訪問家事育児支援) (子どもの居場所支援)

１．母子保健と児童福祉の相談支援機関を再編した一体的な相談支援体制の整備の推進

（１）母子保健と児童福祉の一体的相談支援機関の整備に必要な整備費・改修費の支援
【母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業】

（２）母子保健と児童福祉の一体的相談支援機関における子育て世帯等を対象としたサポートプランの
作成や地域づくり、ネットワーク構築等の推進 【母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業】

（３）若年等リスクを抱えた妊婦家庭を訪問し、状況把握等を行う取組の推進【妊婦訪問支援事業】

２．支援を必要とする妊産婦、子育て世帯、子どもを対象とした新たな家庭支援の推進

（１）子育て世帯等を対象とした訪問家事・育児支援の推進【子育て世帯訪問支援臨時特例事業】

（２）ペアレント・トレーニングの提供等、親子関係形成支援の推進【保護者支援臨時特例事業】

（３）家庭や学校に居場所のない子どもの居場所支援の推進
【子どもの居場所支援整備事業／子どもの居場所支援臨時特例事業】

（４）子育て世帯のレスパイト支援の充実（親子入所支援・利用料減免等）
【子育て短期支援整備事業／子育て短期支援臨時特例事業／一時預かり利用者負担軽減事業】

３．支援の必要性の高い妊産婦・子どもへの支援体制の強化

（１）支援の必要性の高い妊産婦の滞在型支援の推進
【特定妊婦等支援整備事業／特定妊婦等支援臨時特例事業】

（２）児童相談所一時保護所の定員超過解消に向けた受け皿整備に必要な整備費・改修費の支援
【児童相談所一時保護所等整備事業】

（３）社会的養護経験者（ケアリーバー）に対する自立支援体制の整備
【社会的養護自立支援整備事業／社会的養護自立支援実態把握事業】

(親子関係形成支援)

都道府県・指定都市・児童相談所設置市・市町村（NPO法人等に委託可）

実施主体

令和３年度～令和５年度末

実施期間

(支援の必要性の高い妊産婦の支援) (社会的養護経験者の自立支援)
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妊産婦、子育て世帯、子どもの誰１人取り残すことなく、相談を受け適切な支援につなぐためには、母子保健の相談機関（子育て世代
包括支援センター）と児童福祉の相談機関（市区町村子ども家庭総合支援拠点）双方のより一層の連携強化が必要である。このため、母
子保健と児童福祉の一元的なマネジメント体制の構築を図るうえで必要な整備費等の支援を行うとともに、統括支援員を配置し、母子保
健と児童福祉の一元的なマネジメント体制の構築を図ることにより、母子保健・児童福祉双方の相談機関の連携強化の一層の推進を図る。

事業概要

母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業・運営事業（概要）

令和３年度補正予算額 ６０２億円の内数（子育て支援対策臨時特例交付金）

母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業（整備費）

【事業内容】
母子保健と児童福祉の一元的なマネジメント体制の構築を図る市町村が行う子育て世代包括支援センター及び市区町村子ども家庭総

合支援拠点の整備費等の支援を行う。

【実施主体】
市町村

【補助割合】
国９／１０、市町村１／１０

【補助基準額（案）】
整備費・改修費 １か所当たり 17,392千円
開設準備経費 児童福祉・母子保健いずれか片方のみ整備する場合 １か所3,578千円

児童福祉・母子保健双方を整備する場合 １か所7,156千円

パターン① 移管改修整備する場合 パターン② 追加改修整備する場合

児童福祉
（母子保健）

母子保健
（児童福祉）

パターン③ 新規整備する場合

児童福祉 母子保健児童福祉 母子保健

母子保健児童福祉

一体的相談支援機関

距離が離れている等を
理由に連携が不十分

未整備 未整備 未整備

既存の相談機関を
移管統合

母子保健児童福祉

一体的相談支援機関

母子保健児童福祉

一体的相談支援機関

母子保健(又は児童福祉)
の相談機関を改修

一体的な相談機関
として新規整備

（参考）整備のイメージ

3



母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業（運営費）

【事業内容】
統括支援員を配置し、母子保健と児童福祉の一元的なマネジメント体制の構築を図る市町村の相談支援機関に対して、統括支援員

の配置に必要な費用の支援を行うとともに、訪問支援や子どもの居場所支援等の家庭・養育環境支援に係るニーズ把握や周知広報、
人材育成等、制度の円滑な導入に資する費用の支援を行う。

【実施主体】
市町村

【補助割合】
国２／３、都道府県１／６、市町村１／６

【補助基準額（案）】
・一体的相談支援機関運営支援 １か所当たり 6,272千円
（児童人口１万人以上の相談支援機関に限る）

・家庭・養育環境支援の円滑導入支援 １市町村当たり 3,208千円

母子保健（子育て世代包
括支援センター）

○保健師等

○利用者支援専門員

○困難事例に対応する専門職

児童福祉（市区町村子ど
も家庭支援総合拠点）

○子ども家庭支援員

○心理担当支援員

○虐待対応専門員

○ 母子保健・児童福祉をともにマネジメントできる責
任者や母子保健と児童福祉双方に十分な知識を有する統
括支援員の配置を行うこと

○ 母子保健と児童福祉双方の職員が、常に情報共有で
きる環境を整備すること

○ 母子保健と児童福祉双方の業務について、それぞれ
の職員が協働して対応するとともに、責任者や統括支援
員が確認を行う体制を整備すること

○ 地域の妊産婦・子育て世帯・子どもの支援に取り組
む地域資源（社会福祉法人・NPO法人等）の創出や連携
の推進

統括支援員の配置による
母子保健と児童福祉の連携の強化

（参考）統括支援員の配置による一元的マネジメント体制の構築のイメージ

一体的運営の例
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○ 家事・育児等に対して不安・負担を抱えながら子育て等を行う家庭が増加しており、子どもの養育だけではなく、保護者（妊産婦を含
む）自身が支援を必要とする家庭が増加している。

○ こうした需要に対応するため、訪問支援員（仮称）が、家事・育児等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケア
ラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や養
育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ。

事業概要

子育て世帯訪問支援臨時特例事業（概要）

・家事支援（食事の準備、洗濯、掃除、買い物の代行支援等）

・育児支援（保育所等の送迎支援や地域の母子保健施策・子育て支援施策等の情報提供等を含む）

家事・育児等に対して不安・負担を抱えた要支援家庭及び支援の必要性の高い妊産婦

令和３年度補正予算額 ６０２億円の内数（子育て支援対策臨時特例交付金）

実施主体

市町村（NPO法人や社会福祉法人等に委託可）

支援対象

支援内容

補助割合

国１／２、都道府県１／４、市町村１／４

補助基準額（案）
訪問支援費用 １時間当たり 1,500円（3,000円）

交通費 １件当たり 930円（1,860円）

事務費（管理費）１事業所当たり 564,000円

※所得等に応じた利用者負担軽減を行った場合には、訪問支援費用及び交通費について
補助額の加算を実施。
括弧書きは生活保護世帯に対して利用者負担軽減を実施した場合の補助基準額 家事支援のイメージ 育児支援のイメージ

（参考）支援の様子
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○ 妊婦届の提出時に妊婦の状態等を確認し、若年、経済的不安、生育歴、パートナー・家庭の状況から、孤立した育児に陥るな
ど育児が困難になることが予測される妊婦や、妊婦健診未受診の妊婦に対し、その家庭を訪問し、継続的に妊婦の状況を把握す
ることによりハイリスク妊婦を早期に発見し、適切な支援につなげることを目的とする。

目 的

◆ 対象者

妊婦健診未受診の妊婦その他継続的な状況把握が必要な妊婦

◆ 内 容

若年、経済的不安、生育歴、パートナー・家庭の状況から、孤立した育児に陥るなど育児が困難になることが予測される妊婦
や、妊婦健診未受診の妊婦の家庭を訪問し、妊婦の状態を把握するとともに必要な支援に繋げる。

内 容

◆ 実施主体 ：市町村

◆ 補 助 率 ：国１／２、市町村１／２

◆ 補助単価案：１回あたり 9,080円

民間委託する場合 年額564,000円

実施主体・補助率等

妊婦訪問支援事業（概要）

令和３年度補正予算額 ６０２億円の内数（子育て支援対策臨時特例交付金）
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○ 産後ケア事業については、少子化社会対策大綱（令和２年５月29日閣議決定）において、2024年度末までの全国
展開を目指すこととされているところ、令和２年度時点の実施市町村数は1,158市町村となっている。
未実施市町村の取組を推進するため、産後ケア事業にかかる整備費について、補助率１／２相当額を２／３相当額に
引き上げる。

産後ケア事業を行う施設の整備

目的・内容

（項）児童福祉施設整備費
（目）次世代育成支援対策施設整備交付金

所要額：2,304,900千円

要求費目・所要額

＜少子化社会対策大綱（抜粋）＞

Ⅰ－２（３）妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

○妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

・ 特に、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供するワンストップ拠点（子育て
世代包括支援センター）の整備を図る。また、2019年に成立した母子保健法改正法を踏まえ、出産後の母子に対して、
心身のケア等を行う産後ケア事業について、2024年度末までの全国展開を目指す。このほか、産前・産後サポート事業
の実施を図る。

参考
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○ 新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、妊産婦は日常生活等が制約され、自身のみならず
胎児・新生児の健康等について、強い不安を抱えて生活をしている状況にある。

○ また、予定していた里帰り出産が困難となり、家族等による支援を得られず孤独の中で産褥期を
過ごすことに不安を抱える妊婦も存在。

○ このため、以下の事業に対する補助を行うことにより、新型コロナウイルス感染症の流行下にお
ける妊産婦への寄り添った支援を総合的に実施する。

【事業内容】
１．不安を抱える妊産婦への寄り添い支援
○ 新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、妊産婦は日常生活等が制
約され、自身のみならず胎児・新生児の健康等について、強い不安を抱え
て生活をしている状況にある。

○ さらに、感染した妊産婦は、医師の判断により、分娩が帝王切開となっ
たり、出産後に母子分離となる可能性があり、自責の念にかられたり、メ
ンタルヘルス上の問題、母子関係（ボンディング）障害などのリスクが懸
念される。

○ このため、不安を抱える妊産婦や新型コロナウイルスに感染した妊産婦
に対し、助産師や保健師等が、定期的な自宅への訪問や電話等により、不
安や孤立感の解消、育児技術の提供など寄り添ったケア支援を実施する。

■実施主体：都道府県、指定都市、中核市、保健所設置市

■補助率 ：1/2

■補助単価案：寄り添い支援：15,000円×妊婦一人への支援回数×妊婦数、

医療機関委託：425,000円（１自治体当たり）

都道府県調整事務費：892,000円（１都道府県当たり）
医療機関へ入

院等

入院等

不安を抱える
分娩前の妊婦等

地方自治体

自宅で生活

退院等

①

検査等の受検の
補助

医療機関等

PCR検査等で陽性

（感染）と判明

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた妊産婦・乳幼児への総合的な支援
－新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業－
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【事業内容】
２．不安を抱える妊婦等への分娩前のウイルス検査
○ 妊娠中に新型コロナウイルスに感染しても、基礎疾患を持たない場合、
その経過は同年代の非妊娠女性と変わらないとされている。また、妊娠
初期または中期に新型コロナウイルスに感染した場合に、ウイルスが
原因で胎児に先天異常が引き起こされる可能性は低いとされている。

○ しかしながら、新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、妊婦
の方は一般の方々以上に、不安を抱いて生活を送っている状況にある。

○ このようなことから、強い不安を抱える妊婦もしくは基礎疾患を
有する妊婦がかかりつけ産婦人科医と相談し、本人が希望する場合に、
分娩前にPCR等のウイルス検査を受けるための費用を補助する。

■実施主体：都道府県、指定都市、中核市、保健所設置市
■補助率 ：1/2
■補助単価案：20,000円（１回を限度）×妊婦数
■補助の条件

① 検体採取を行う場所の整備など適切な検査実施体制の確保、
② 検査で陽性となった妊婦に対する適切な周産期医療体制の確保、
③ 感染した妊産婦に対する寄り添い型支援（上記１の事業）の実施

【留意事項】
本検査は、妊婦の不安解消のため、本人が希望する場合に実施する

ものであり、院内感染対策を目的として、本人の意思によらず検査
を強いるという性格のものではない。

医療機関へ入
院等

入院等

不安を抱える
分娩前の妊婦等

地方自治体

自宅で生活

退院等

検査等の受検の
補助

医療機関等

PCR検査等で陽性

（感染）と判明

②

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた妊産婦・乳幼児への総合的な支援
－新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業－
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【事業内容】
３．オンラインによる保健指導等の実施
○ 妊娠期間中に市町村等において開催される母親学級や両親学級は、妊婦等が育児等に係る知識や技術
を習得する重要な機会であるが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、自治体によっては開催が
中断されている。

○ また、不安や悩みを抱えながらも、感染症への懸念から、子育て世代包括支援センター等の相談窓口
への訪問を躊躇する妊産婦等も少なくない。

○ このような中、ビデオ通話によるオンラインでの両親学級の開催や、個別相談・健康指導に取り組む
ことにより、妊産婦等に対し積極的に情報提供や相談対応等を行うことが求められている。

○ このため、オンラインによる両親学級等の母子保健事業を実施するための費用を補助する。

４．育児等支援サービスの提供
○ 厚生労働省では、日本産科婦人科学会と日本産婦人科医会の見解を踏まえ、妊婦の方々に対し、新型
コロナウイルスの流行下において、現在お住まいの地域での出産を考慮するよう求めている。

○ 帰省して分娩し、実家の親からの育児・家事援助等を受けながら産前・産後期を過ごす予定であった
里帰りが困難となり、生活面で不安を抱えている妊婦も存在する。

○ このようなことから、里帰り出産が不可となった妊婦等を対象として、里帰りをしなくても安心して
産前・産後期を過ごせるよう、民間の育児支援サービス等の利用に係る費用の補助を行う。

■実施主体：市区町村 ■補助率：国1/2、市区町村1/2
■補助単価案：上記３の事業：1,900,000円（１自治体当たり）、

上記４の事業：10,000円（１世帯につき、月４回を限度）

オンラインによる
保健指導等 育児等支援サービスの提供

必要に応じて･･･

対面式の母子保健事業

③ ④

オンライン化

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた妊産婦・乳幼児への総合的な支援
－新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業－
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○ 健診内容
① 身体発育状況
② 栄養状態
③ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
④ 皮膚の疾病の有無
⑤ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
⑥ 四肢運動障害の有無
⑦ 精神発達の状況
⑧ 言語障害の有無
⑨ 予防接種の実施状況
⑩ 育児上問題となる事項
⑪ その他の疾病及び異常の有無

○ 健診内容
① 身体発育状況
② 栄養状態
③ 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
④ 皮膚の疾病の有無
⑤ 眼の疾病及び異常の有無
⑥ 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無
⑦ 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
⑧ 四肢運動障害の有無
⑨ 精神発達の状況
⑩ 言語障害の有無
⑪ 予防接種の実施状況
⑫ 育児上問題となる事項
⑬ その他の疾病及び異常の有無

１歳６か月児健診 ３歳児健診

○ 新型コロナウイルスの感染拡大の状況を踏まえ、密閉空間・密集場所・密接場面を
避けるために、幼児健康診査を集団健診から医療機関における個別健診へ切り替えた
場合に生じる市区町村の負担を軽減する。

■実施主体 ：市区町村
■補助率 ：国１／２、市区町村 １／２
■補助単価案：医科5,930円／１人、歯科3,510円／１人

事業内容

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた妊産婦・乳幼児への総合的な支援
－幼児健康診査個別実施支援事業－
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不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援

令和４年度からの不妊治療の保険適用の円滑な実施に向け、移行期の治療計画に支障が生じないよう、経過措置等を講じる。

目 的

令和３年度補正予算額：67億円

１． 移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ一回の治療について、経過措置として助成金の対象とする。

２． 現行の助成が円滑に行われるよう、予算額が不足する自治体に対しては、不足分を措置する。

円滑な移行に向けた支援

令和３年度 令和４年度

助成金

保険適用

助成金 経過措置

保険適用（R4.4～）

助成対象となる一回の治療

・ 実施主体： 都道府県、指定都市、中核市（負担割合：国1/2、都道府県等1/2）

○ 要旨 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成

○ 対象治療法 体外受精及び顕微授精（以下「特定不妊治療」という。）

○ 対象者 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦

（治療期間の初日における妻の年齢が４３歳未満である夫婦）

○ 給付の内容 ①１回３０万円

※凍結胚移植（採卵を伴わないもの）及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものついては、１回１０万円

通算回数は、初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が、４０歳未満であるときは通算６回まで、

４０歳以上４３歳未満であるときは通算３回まで助成（１子ごと）

②男性不妊治療を行った場合は３０万円 ※精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

○ 指定医療機関 事業実施主体において医療機関を指定

○ 実施主体 都道府県、指定都市、中核市

○ 補助率等 １／２（負担割合：国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２）、安心こども基金を活用

参考（現在の事業概要）
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令和４年度予算案の概要
（子ども家庭局）
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○ 子育て家庭を包括的に支援する体制の構築、児童虐待防止対策及び社会的養育の迅速かつ強力

な推進、「新子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備、母子保健医療対策の強化、子ども

の貧困対策とひとり親家庭等の自立支援及び困難な問題を抱える女性への支援の推進などにより、

子どもを産み育てやすい環境を整備する。

１ 児童虐待の発生予防・早期発見

２ 児童虐待発生時の迅速・的確な対応

３ 虐待を受けた子どもなどへの支援

１ 保育の受け皿整備・保育人材の確保等

２ 子ども・子育て支援新制度の推進

３ 子どもを産み育てやすい環境づくり

１ ひとり親家庭等の自立支援の推進

２ 困難な問題を抱える女性への支援など婦人保護事業の推進

１ 児童福祉施設等の災害復旧に対する支援（復興庁計上）

２ 被災した子どもに対する支援（復興庁計上）

＜主要事項＞

第2 児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進

第3 「新子育て安心プラン」をはじめとした総合的な子育て支援

第4 ひとり親家庭等の自立支援及び困難な問題を抱える女性への支援等の推進

第5 東日本大震災からの復旧・復興への支援

令和４年度予算案の概要

１ 母子保健と児童福祉の一体的な支援体制の構築等

第1 子育て家庭を包括的に支援する体制の構築
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＜予算額＞

会計区分 令和３年度
当初予算額

令和４年度
予算案等

増▲減額 伸び率

一般会計

うち当初予算案

うち補正予算

４，５６０

4,560

0

６，２２０

4,598

1,622

１，６６０

＋38

―

＋３６％

＋０．8

―

東日本大震災復興
特別会計

２．５ １１．０ ８．５ ４３９％

※ 数値は端数処理の関係上一致しないものがある。

※ 一般会計には、デジタル庁計上分を含む。

（単位：億円）



１ 母子保健と児童福祉の一体的な支援体制の構築等
（令和３年度当初予算額） （令和４年度予算案（補正含む））

214億円の内数 → 817億円の内数

（うち補正予算 602億円）

（１）母子保健と児童福祉の一体的な支援体制の構築

（２）ヤングケアラーへの支援【新規】

・ ヤングケアラーについて、令和４年度から３年間を「集中取組期間」として取り組む。

・ 中・高校生の認知度５割を目指し社会的認知度の向上に取り組むとともに、自治体による実態調査や研修、コーディネーターの
配置やピアサポートなど自治体の先進的な取組を支援する（「ヤングケアラー支援体制強化事業」の創設）。

・ 当事者団体や支援団体のネットワークづくりを支援する（「ヤングケアラー相互ネットワーク形成推進事業」の創設）。
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【令和３年度予算】 【前年度予算】
第１ 子育て家庭を包括的に支援する体制の構築

核家族化・共働き世帯の増加などの家族構成の変化や地域のつながりの希薄化等により、家庭だけでの子育て

が難しくなっており、特に未就園児を中心に、虐待等のリスクが顕在化する前の早期支援の強化が必要である。

そのため、妊産婦や子育て世帯、子どもへの一体的相談支援を行う機関を整備するとともに、子育て家庭への

訪問家事・育児支援や、居場所のない子どもの居場所づくり、困難を抱えた妊産婦への滞在型支援等を実施し、

包括的な支援体制の構築を図る。

また、子どもらしい生活を送ることができないヤングケアラーへの支援について、令和４年度から３年間を

「集中取組期間」として取り組み、社会的認知度の向上、地方自治体による実態調査や研修、先進的な取組に対

する支援、当事者団体や支援団体のネットワークづくりを支援する。

【令和３年度補正予算】
・母子保健と児童福祉の一体的提供に向けた支援 602億円

妊産婦や子育て世帯、子どもへの一体的相談支援を行う機関を整備するとともに、子育て家庭への訪問家事・育児支援や、
居場所のない子どもの居場所づくり、困難を抱えた妊産婦への滞在型支援等を実施し、包括的な支援体制の構築を図る。

（※）安心こども基金に計上



１ 児童虐待の発生予防・早期発見
（令和３年度当初予算額） （令和４年度予算案（補正含む））

1,732億円の内数 → 1,733億円の内数

（うち補正予算 ６億円）

（１）地域における子どもの見守り体制の強化【新規】

・ 子ども食堂や子どもへの宅食等を行う民間団体等と連携して、食事の提供や学習支援等、クーポン・バウチャーを活用した
子育て支援等サービスを通じた子どもの状況把握を行うことにより、地域における子どもの見守り体制の強化を支援する。

（２）妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援【一部新規】（再掲）

・ 退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う産後ケア
事業について、新たに非課税世帯に対する利用料減免や、24時間365日の受入体制を整備することで、支援を必要とする産婦が
適切な支援を受けられる体制整備を図る。また、安定した事業運営が行われるよう、補助単価の見直し（1自治体当たり単価→
１施設当たり単価）を図る。

（３）SNSを活用した相談支援の強化等
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【令和３年度予算】 【前年度予算】
第２ 児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進

児童相談所や市区町村の子ども家庭支援体制の強化、特別養子縁組・里親養育への支援の拡充や児童養護施設

等の小規模かつ地域分散化の更なる推進など「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成31年3月19日関

係閣僚会議決定）を踏まえた児童虐待防止対策の総合的・抜本的強化策を迅速かつ強力に推進する。

【令和３年度補正予算（デジタル庁一括計上）】
・虐待防止のためのSNSを活用した全国一元的な相談の受付体制 1.1億円

子どもや家庭からの相談について、全国どこからでも相談を行うことができるＳＮＳによる全国共通のアカウントを開
設し、各自治体（又は各児童相談所）がＳＮＳによる相談に対応する仕組みを新たに構築する。

・ＡＩを活用した緊急性の判断に資するツールの開発促進 4.9億円
ＡＩを活用した緊急性の判断に資する全国統一のツールの開発に向けた取組（設計・開発等）を実施する。



２ 児童虐待発生時の迅速・的確な対応
（令和３年度当初予算額） （令和４年度予算案（補正含む））

1,635億円の内数 → 2,450億円の内数

（うち補正予算 815億円の内数）

（１）児童相談所の体制強化等

・ 子どもの意見・意向表明（アドボケイト）について、先進的な取組を行う自治体を支援する観点から、事業の実施要件を柔軟化
するとともに、子どもや児童相談所等へ調査を行う専任の職員の確保を推進するため、補助基準額を引き上げる。

また、児童相談所における第三者評価の推進を図るため、第三者評価を受審した場合の費用の補助を創設するほか、一時保護所
又は一時保護委託先と原籍校が離れていることを理由として、通学の制限が行われることがないよう、これまで行ってきた通学の
際の付添員の配置支援に加え、原籍校への送迎を支援するメニューを追加する。

・ 児童相談所における専門人材の確保・資質向上の推進の観点から、弁護士配置に係る費用の補助に加え、新たに弁護士業務の
補助職員の配置に要する費用の補助を創設するとともに、一時保護所職員向けの研修を実施する場合の加算の創設、OJTや演習
等の研修に当たり、外部人材の活用促進が図られるよう、講師やアドバイザーを研修センターに登録し、児童相談所等に派遣等
できる仕組みの創設により、児童相談所の体制強化を図る。
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【令和３年度補正予算】
・母子保健と児童福祉の一体的提供に向けた支援 602億円の内数

一時保護所の定員超過解消を図る自治体を支援するため、定員超過解消のための計画を策定した場合には、一時保護所
等の整備等に当たっての補助率の嵩上げ（1/2→9/10）を行う。

（※）安心こども基金に計上

・要保護児童等情報共有システム改修等事業 65億円
要保護児童等に関する情報共有システムを導入するに当たり、自治体の既存システムを情報共有システムと連携させる

ために必要となる改修等の費用について、補助を行う。

・児童相談所等におけるＩＣＴ化推進事業、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業、感染防止対策等のための相談
支援事業、一時保護所等における医療連携体制強化事業 66億円の内数
児童相談所等におけるICT化や、一時保護所において、感染が疑われる者を分離する場合に備え、感染が疑われる者

同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修費や、宿泊施設の借り上げ費用等について補助を行う。



（２）市町村における取組の充実

・ 市町村における支援体制の強化に向けて、児童虐待防止対策体制総合強化プラン（新プラン）に基づく、子ども家庭総合支援
拠点の設置促進を図るため、引き続き、立ち上げに知見を有する者をアドバイザーとして派遣する取組を行う。
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【令和３年度補正予算】
・ 母子保健と児童福祉の一体的提供に向けた支援 602億円の内数

家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐため、訪問支援員（仮称）が、家事・育児等に対して
不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを
傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施するための補助を行う。

（※）安心こども基金に計上

・ 子ども家庭総合支援拠点等におけるＩＣＴ化推進事業 4.2億円の内数
子ども家庭総合支援拠点におけるＩＣＴ化を推進し、用務におけるビデオ通話やテレビ会議、タブレット端末等の活

用を促進するとともに、業務負担の軽減を図る。



３ 虐待を受けた子どもなどへの支援
（令和３年度当初予算額） （令和４年度予算案（補正含む））
1,636億円の内数 → 2,446億円の内数

（うち補正予算 809億円の内数）

（１）家庭養育優先原則に基づく取組の推進【一部新規】

・ 子どもの最善の利益の実現のため、令和２年度より、都道府県等における社会的養育推進計画に基づく里親等への委託の推進に
向けた取組等を進めているが、「概ね５年以内に３歳未満児の里親等委託率75％以上」とする目標等を踏まえ、更なる取組の
強化を行う必要があることから、以下のとおり、里親養育包括支援（フォスタリング）事業の拡充を図る。

◆ 「里親委託・施設地域分散化等加速化プラン」に基づき、引き続き、令和６年度末までの集中取組期間における補助率の嵩上
げ（1/2→2/3）を行うほか、里親委託に意欲的に取り組む自治体が行う先駆的な取組をモデル的に支援し、効果的な取組事例
の横展開等を実施。

◆ 新規に登録した里親が里親委託を受ける場合に、経験豊富な里親を派遣して養育を支援する取組を創設。（経験豊富な里親の
家庭に、新規に登録した里親が出向き、里親委託による養育を体験することも可能）

◆ 里親家庭が一時的な休息（レスパイト）を取りやすくなるよう、フォスタリング機関が子どもの一時預かりを行うための支援
を創設。

◆ 自立支援担当職員による訪問支援等の活動が充実するよう、補助単価の見直し。

・ 特別養子縁組の民間あっせん機関に対する助成事業（モデル事業）について、年度ごとに補助事業者を採択する仕組みの一部を
一般事業化することで、民間あっせん機関による取組の安定化を図るとともに、補助対象となる事業者数を拡大するほか、特別
養子縁組を行った当事者同士やあっせんを行った機関等の交流等に取り組む。

・ 児童家庭支援センター等の機関が行う子どもや保護者等への支援について、児童相談所の指導委託だけでなく、市町村等から
依頼を受けて個別ケースの対応を行う場合にも補助対象とするとともに、法的な問題が絡む相談にも対応できるよう、事務費に
「法的問題対応加算」を設け、弁護士の嘱託費用等を補助する。

・ 働く場所として児童養護施設等の魅力等を発信するため、学生向けの広報啓発活動や、各施設等での職場体験等を支援する
「社会的養護魅力発信等事業」を創設するとともに、児童養護施設等における児童相談所OB等の雇上げや、児童養護施設等職員
の相談支援体制の構築を支援する。
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（２）児童養護施設・乳児院等の小規模かつ地域分散化等の推進

・ 「里親委託・施設地域分散化等加速化プラン」に基づき、引き続き、小規模かつ地域分散化された施設を整備する際の施設整備
費等の補助率の嵩上げ（1/2→2/3）を行うとともに、定期借地権契約により土地を確保し、自己所有物件を整備する場合に必要
となる権利金や前払地代などの一時金の一部を補助する。

・ 社会的養護関係施設の職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を月額9,000円引き上げるため
の措置を、令和４年10月以降においても児童入所施設措置費等国庫負担金において実施する。
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【令和３年度補正予算】
・社会的養護従事者処遇改善事業 36億円

新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く社会的養護関係施設の職員の
処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和４年２月から収入を月額9,000 円引き
上げるための措置を実施する。

・児童養護施設等におけるＩＣＴ化推進事業、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業、感染防止対策等のための
相談・支援事業、児童養護施設等における医療連携体制強化事業 66億円の内数
令和２年度補正予算に引き続き、児童養護施設等におけるICT化や、感染対策に伴うかかり増し経費、感染が疑われる

者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修費等の補助を実施する。

・児童養護施設等における感染症対策のための改修整備及び耐災害性強化 39億円の内数
新型コロナウイルス感染症等の感染症対策として実施する改修（トイレ・調理場等の乾式化、非接触型の蛇口の設置

等）に必要な経費を支援する。
また、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に基づく耐震化整備、倒壊の危険性のあるブロック塀の

改修等について支援を行う。



（３）自立支援の充実

・ 児童養護施設退所者等（ケアリーバー）への自立支援に関する取組を強化するため、以下のとおり、社会的養護自立支援事業の
拡充を図る。

◆ 自立支援を行う機関において、コーディネーターの配置を促進するため、取組状況に応じて補助員の配置等に要する費用の
加算を創設するとともに、１つの自治体に複数名配置出来るよう補助単価を見直す。

◆ 医師の配置促進や、医療機関への同行支援等の取組の強化を促すため、医療連携支援に関する補助を拡充する。

◆ ハローワーク等の就労支援機関への同行支援等の取組を強化するため、就労相談支援に関する補助を拡充する。

◆ 身元保証人確保に必要な保険料の補助について、対象を措置解除等から２年以内の者から措置解除等から５年以内の者まで
拡大する。
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【令和３年度補正予算】
・母子保健と児童福祉の一体的提供に向けた支援 602億円の内数

都道府県等が各地域においてケアリーバーの実態調査やヒアリング、関係機関との連絡会議など、ケアリーバーの自立
支援を行う上で必要な実態把握等を行うための補助制度を創設する。

（※）安心こども基金に計上

・児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業 2.1億円
施設退所者等に対して、自立支援のため、家賃相当額の貸付けや生活費の貸付け、資格取得費用の貸付けを行っており、

施設退所時に申請することとしているが、申請時期を退所時に限定せず、退所後５年まで延長し、退所後の状況変化にも
対応できるよう事業を拡充する。



１ 保育の受け皿整備・保育人材の確保等
（令和３年度当初予算額） （令和４年度予算案（補正含む））

969億円の内数 → 1,640億円の内数

（うち補正予算 671億円）

○ できるだけ早く待機児童の解消を目指し、女性(25～44 歳)の就業率の上昇に対応するため、「新子育て安心プラン」
に基づき、保育所等の整備などを推進するとともに、保育を支える保育人材の確保のため、保育士・保育の現場の魅力
発信や保育士の業務負担軽減等を実施する。

（１）保育の受け皿整備【一部新規】

・ 「新子育て安心プラン」に基づき、意欲のある自治体の取組を積極的に支援するため、補助率の嵩上げ（1/2→2/3）等による
保育所等の整備を推進する。

・ また、新型コロナウイルス感染症対策として実施する修繕（トイレ・調理場等の乾式化、非接触型の蛇口の設置等）に必要な
経費を支援する。

第３ 「新子育て安心プラン」をはじめとした総合的な子育て支援
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「新子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備やこれに伴い必要となる保育人材の確保などについて、

意欲的に取り組む地方自治体を積極的に支援する。

また、成育基本法及び母子保健に係る様々な取組を推進する国民運動計画である「健やか親子２１（第２次）」

等を基盤とし、地域における妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援等を推進する。

【令和３年度補正予算】
・「新子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備 467億円

「新子育て安心プラン」に基づき、保育所等の整備を推進する。

・保育所等における感染症対策のための改修整備 1.5億円
新型コロナウイルス感染症等の感染症対策として実施する改修（トイレ・調理場等の乾式化、非接触型の蛇口の設置等）に

必要な経費を支援する。

・保育所等の耐災害性強化 39億円
「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に基づく耐震化整備、倒壊の危険性のあるブロック塀の改修等に

ついて支援を行う。



（２）保育人材確保のための総合的な対策

・ 保育士の業務負担の軽減・働き方の見直しを行い、魅力ある職場づくりを支援するため、保育支援者を活用し、保育士の業務
負担を軽減する事業について、各施設において、計画的に保育士等の勤務環境の改善等に関する取組が図られるよう、補助要件を
見直す。

・ 保育士宿舎借り上げ支援事業について、事業の対象となる者とならない者との公平性等に鑑み、令和３年度に引き続き、対象期間
の段階的な見直し（９年→８年）を行う。

（３）多様な保育の充実

・ 保育所等における医療的ケア児の受入体制の整備に向けて、計画に基づき体制整備を進める市町村に対する補助率の嵩上げを行う
（1/2→2/3）とともに、２名以上の医療的ケア児の受け入れが見込まれる保育所等において、看護師等を複数配置する場合の加算
を創設する。

・ 保育環境の向上等を図るため、老朽化した備品や、フローリング貼・カーペット敷等の設備の購入や更新及び改修等に必要な経費
を補助するとともに、１施設１回限りとされている要件を緩和する。
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【令和３年度補正予算】
・保育所等におけるＩＣＴ化推進等事業 18億円

保育の周辺業務や補助業務に係るＩＣＴ等を活用した業務システムの導入を支援するとともに、都道府県等で実施されてい
る研修について、在宅等で受講できるよう、オンライン研修を行うために必要な教材作成経費等を支援する。
また、都道府県が実施する保育士試験の申請手続や保育士資格の登録申請手続等について、自治体の保有する各種情報との

連携を可能とするために必要なシステム改修費等を支援する。

・保育士修学資金貸付等事業 31億円
指定保育士養成施設に通う学生や再就職を目指す者等に対する修学資金等の貸付原資等を補助する。

【令和３年度補正予算】
・保育所等における感染拡大防止対策に係る支援 113億円

保育所等において、感染症対策を徹底しつつ、事業を継続的に提供していくため、職員が感染症対策の徹底を図りながら
保育を継続的に実施していくために必要な経費（かかり増し経費）のほか、感染防止を図るために必要な衛生用品の購入等の
経費を支援する。

・保育所等における感染症対策のための改修整備等 2.0億円
新型コロナウイルス感染症等の感染症対策として実施する改修や設備の整備等に必要な経費を支援する。



（４）認可外保育施設の質の確保・向上

・ 認可外保育施設が遵守・留意すべき内容や重大事故防止等に関する指導・助言を行う「巡回支援指導員」の地方自治体への配置
や、必要な知識、技能の修得及び資質の確保のための研修の実施等、認可外保育施設の質の確保・向上に取り組む。

・ 認可保育所への移行を目指す認可外保育施設等について、認可外保育施設指導監督基準の適合に必要となる改修費や移転費等を
支援する。

（５）児童館における子育て支援等の取組の推進【一部新規】

・ 児童館の機能強化を図るため、設定したテーマに対する事業を実践し、アウトプット評価の実施、横展開が可能になるような好
事例集の作成を行う「児童館における健全育成活動等開発事業」を創設する。
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２ 子ども・子育て支援新制度の推進（一部社会保障の充実） ※一部を除き、内閣府予算に計上

（令和３年度当初予算額） （令和４年度予算案（補正含む））
3兆2,070億円の内数 → 3兆3,301億円の内数

（うち補正予算 975億円）

（１）教育・保育、地域の子ども・子育て支援の充実（一部社会保障の充実）

・ 「新子育て安心プラン」に基づき、保育の受け皿確保を行うとともに、引き続き、すべての子ども・子育て家庭を対象に、市区町

村が実施主体となり、教育・保育、地域の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上等を図る。

ア 子どものための教育・保育給付等

・ 施設型給付、委託費（認定こども園、幼稚園、保育所に係る運営費）

・ 地域型保育給付（家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育に係る運営費）

・ 子育てのための施設等利用給付 等

＜令和４年度予算案における主な充実事項＞

◇保育士・幼稚園教諭等の処遇改善

保育士等・幼稚園教諭を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を３％程度（月額9,000円）
引き上げるための措置（※）を、令和４年10月以降においても公定価格において実施する。

（※）他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

イ 地域子ども・子育て支援事業

市区町村が地域の実情に応じて実施する事業を支援する。

・ 利用者支援事業、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、
子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 等

＜令和４年度予算案における主な充実事項＞
・利用者支援事業

基本型を実施する事業所が、一体的相談機関（母子保健と児童福祉の相談機能を一体的に運営する機関）と連携するために
必要な経費を支援する。
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・放課後児童クラブ
 認可保育所の保育士等と同様に、放課後児童クラブの放課後児童支援員等についても処遇改善を実施する。

 「障害児受入強化推進事業」について、以下の拡充を行う。

① 障害児を６人以上８人以下受け入れる場合は現行の1名に加え、更に１名の職員を加配（計２名）、障害児９人以上
受け入れる場合は現行の1名に加え、更に２名の職員を加配（計３名）できるよう補助単価を拡充。

② 医療的ケア児を受け入れる場合に、看護職員等が当該児童への付き添い等による送迎や病院への付き添い等を行った
場合の補助を創設。

・子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）
基本事業及び病児・緊急対応強化事業について、会員数及び利用件数の多い自治体が円滑に事業を実施できるよう、基準額

に新たな区分を設定する。
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※ 地域子ども・子育て支援事業のうち、延長保育事業、放課後児童健全育成事業、病児保育事業の費用の一部について、
事業主からの拠出金を充当（928億円）

【令和３年度補正予算（内閣府計上）】

・教育・保育など現場で働く方々の収入の引上げ 899億円の内数

保育士等と同様に、放課後児童支援員等を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を３％程
度（月額9,000円）引き上げるための措置※を令和４年２月から実施する。

※ 他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

・地域子ども・子育て支援事業における感染拡大防止対策にかかる支援 65億円の内数

地域子ども・子育て支援事業を行う事業所において、感染症対策を徹底しつつ、事業を継続的に提供していくため、職員
が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していくために必要な経費（かかり増し経費）のほか、感染防止を図
るために必要な衛生用品の購入等の経費及び、感染症対策のための簡易な改修にかかる経費について補助を行う。

・放課後児童クラブ等におけるICT化推進事業 65億円の内数

放課後児童クラブ等において、業務のICT化を推進するとともに、オンライン会議やオンライン研修を行うために必要と

なる経費について補助を行う。



ウ 重層的支援体制整備事業（厚生労働省に計上）

重層的支援体制整備事業を実施する市区町村において、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を
整備するため、対象者の属性を問わない相談支援、多様な参加支援の推進、地域づくりに向けた支援を一体的に行う。

・ 利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業

（２）放課後児童クラブの受け皿整備（一部社会保障の充実）
・ 「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、2023 年度末までに約30 万人分の受け皿の整備を図るとともに、引き続き、施設整

備費の補助率嵩上げ（公立の場合：1/3→2/3）を行う。

（３）企業主導型による多様な就労形態等に対応した多様な保育の支援
・ 仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、企業主導型の事業所内保育等の保育を支援する。

（４）児童手当の支給
・ 家庭等の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童手当の支給を行う。なお、

令和３年通常国会において成立した子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律に基づき、高所得者の主たる生計

維持者（年収1,200万円以上の者（子ども２人と年収103万円以下の配偶者の場合））を特例給付の対象外とし、令和４年10月

支給分から適用することとしている。
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【令和３年度補正予算（内閣府計上）】

・放課後児童クラブの整備促進 12億円

放課後児童クラブの待機児童を早期に解消するため、待機児童が発生している市町村等における放課後児童クラブ整備の
加速化を図る。



３ 子どもを産み育てやすい環境づくり
（令和３年度当初予算額） （令和４年度予算案（補正含む））

159億円の内数 → 276億円の内数

（うち補正予算 121億円）

○ すべての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指し、成育基本法及び母子保健に係る様々な取組を推進する国民運動

計画である「健やか親子２１（第２次）」等を基盤とし、地域における妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

等を推進する。

（１）妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援【一部新規】

・ 退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を行う産後ケア
事業について、新たに非課税世帯に対する利用料減免や、24時間365日の受入体制を整備することで、支援を必要とする産婦が
適切な支援を受けられる体制整備を図る。また、安定した事業運営が行われるよう、補助単価の見直し（1自治体当たり単価→
１施設当たり単価）を図る。

・ 新たに両親学級のオンライン実施やSNSを活用したオンライン相談、母子保健に関する記録の電子化及び各種健診に必要な備品
（屈折検査機器等）の整備など、地域の実情に応じた母子保健対策の強化を図るための事業を創設する。

・ 都道府県等が実施している「女性健康支援センター」、「不妊専門相談センター」などを統合して、「性と健康の相談センター
事業」を創設し、不妊治療や出生前遺伝学的検査（NIPT）に係る専門的な相談対応及び性や妊娠に係る啓発等総合的な性や生殖
に関する健康支援を行う。

・ このほか、若年妊産婦等への支援、多胎妊娠の妊婦健康診査費用や出産後間もない時期の産婦に対する健康診査費用の助成、
新生児聴覚検査の推進体制の整備などについて、引き続き実施する。
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【令和３年度補正予算】

・産後ケア事業を行う施設整備の促進 23億円

出産後の母子に対して心身のケア等を行う産後ケア事業について、2024年度末までの全国展開に向け、施設整備に係る国庫補助率を
引き上げ（国1/2相当額→2/3相当額）、設置を促進する。

・産後ケア事業を行う施設における感染拡大防止対策事業 0.4億円

職員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施するため、かかり増し経費等への補助を行い、産後ケア事業を行う施設に
おける感染防止の取組を支援する。

・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた妊産婦・乳幼児への総合的な支援 30億円

新型コロナウイルス感染症の影響により、不安を抱え困難な状況にある妊産婦への相談支援や健康診査を受診しづらい状況にある幼児
への支援等を行う。



（２）不妊症・不育症への支援

・ 既に保険適用されている検査の保険診療としての実施を促すとともに、研究段階にある新たな不育症の検査の保険適用を推進する
ため、先進医療として実施される不育症検査に要する費用への助成を行う。

・ 不妊症・不育症の方への相談支援の充実を図るため、関係者による協議会の設置を図るほか、流産・死産に対するグリーフケアを
含む相談支援、不妊症・不育症に悩む方へ寄り添った支援を行うピアサポート活動や、性と健康の相談センター(再掲）へのカウン
セラーの配置等の推進を図る。また、国において、生殖補助医療法（令和３年３月施行）に基づく不妊治療等に関する広報啓発や
ピアサポーター等の研修を実施する。

（３）予防のための子どもの死亡検証体制整備【一部新規】

・ 予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review）について、体制整備に向け、都道府県等における実施体制を検討する
ためのモデル事業として、関係機関による連絡調整、子どもの死因究明にかかるデータ収集及び整理、有識者や多機関による検証
並びに検証結果を踏まえた政策提言を行うための費用の支援を実施するとともに、国において、必要なデータや提言の集約、技術
的支援を実施する。

・ また、令和４年度においては、子どもの死亡に関する情報について、一覧性があり、検索がしやすいポータルサイトを新たに
整備し、予防可能な子どもの死亡事故の予防策等について普及・啓発を行う。

（４）出生前検査認証制度等に関する広報啓発【新規】
・ NIPT等出生前検査の適切な運用に資するよう、自治体における妊婦等に対する正しい情報の提供及び相談支援、認証医療機関に
おける受検を促進するための広報啓発を行う。

（５）成育基本法に基づく取組の推進

・ 成育基本法（令和元年12月施行）及び成育医療等基本方針（令和３年２月閣議決定）を踏まえ、従来までの「健やか親子２１

（第２次）」による母子保健分野の取組に加え、医療、教育などの幅広い分野において、成育基本法等に基づく取組を推進して

いくため、国民全体の理解を深めるための普及啓発等を実施する。
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【令和３年度補正予算】
・不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援 67億円

令和４年度からの不妊治療の保険適用の円滑な実施に向け、年度をまたぐ一連の治療に対して、経過措置として助成金を
支給する。
（※）安心こども基金に計上



１ ひとり親家庭等の自立支援の推進
（令和３年度当初予算額） （令和４年度予算案（補正含む））

1,756億円の内数 → 1,817億円の内数

（うち補正予算 24億円）
（１）支援につながるための取組

・ ひとり親家庭への相談支援を行う母子・父子自立支援員が、弁護士や臨床心理士等の専門職種のバックアップを受けながら相談
支援を行える体制づくりや、相談支援以外の事務的な業務を補助する者の配置、休日・夜間の相談対応に必要な費用の補助を実施
する。

・ ひとり親家庭等が抱える問題の解決に向けた相談、講習会の開催、ひとり親家庭の交流等を行うほか、地域の民間団体を活用
した出張・訪問相談、同行支援や継続的な見守り支援を実施する。

・ 母子・父子自立支援員等の研修派遣のための旅費や派遣中の代替職員の配置に必要な経費への補助を実施する。

・ 母子・父子自立支援員等がひとり親家庭の個々の状態に応じて、適切な支援を提供できるよう、タブレット等を活用した相談
対応ツールや動画などによる研修ツールを作成し、相談員の専門性の向上及びひとり親家庭等への相談支援体制の充実を図る。

・ ひとり親家庭の親が修学や疾病、冠婚葬祭などにより、一時的に家事援助、未就学児の保育等のサービスが必要となった際に、
家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において支援を行う。

・ ひとり親家庭の親を対象にして、ファイナンシャルプランナー等の専門家を活用した家計管理等の講習会の実施、高等学校卒業
程度認定試験の合格支援などの学習支援、ひとり親家庭同士のネットワークづくり等を行う。

・ 自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭に対して、住居の借り上げに必要となる資金の貸付けを行うことにより、生活基盤
の安定を図り、自立に向けた取組を促進する。
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【令和３年度予算】 【前年度予算】
第４ ひとり親家庭等の自立支援及び困難な問題を抱える女性への支援等の推進

「子供の貧困対策に関する大綱」(令和元年11月29日閣議決定)及び「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上

のための措置に関する基本方針」(令和２年３月23日厚生労働省告示第78号)等に基づき、ひとり親家庭の就業に

よる自立に向け、就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援、経済的支援などの総合的な支援の充実を図る。

また、多様化・複合化、複雑化が見られる女性が抱える困難な問題に対応するため、婦人保護施設の機能強化、

婦人相談員の処遇改善や、関係機関の連携・NPOとの協働による支援等を推進する。



（２）就業支援

・ ひとり親が就労し安定した収入を得て自立することを支援するため、訓練中の生活費を支援する高等職業訓練促進給付金の対象
資格の拡充・訓練期間の緩和の措置を令和４年度も継続するとともに、訓練経費を支援する自立支援教育訓練給付金について一定
の要件を満たす場合にその上限額の引上げを図る。

・ ひとり親家庭の親の学び直しを支援し、より良い条件での就職や転職、大学や養成機関等での更なる訓練等を通じたステップ
アップの可能性を広げるため、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の給付金を受講開始時にも一部支給できるよう改善する。

（３）養育費確保及び面会交流支援

・ 養育費等相談支援センターにおいて、養育費相談に対応する人材の養成のための研修や、養育費の取り決めや面会交流の支援に
関する困難事例への対応等を行うことにより、ひとり親家庭の自立の支援を図る。

・ 母子家庭の母等の養育費の確保のため、身近な地域での養育費の取り決めなどに関する専門知識を有する相談員等による相談
対応や、継続的な生活支援を必要としている家庭への支援を行う。

・ 養育費や面会交流の取り決めを促進する観点から、離婚協議の前後から、父母が子どもの福祉を念頭に置いて離婚後の生活等を
考えるための親支援講座の実施、戸籍・住民担当部署との連携強化や、離婚の前段階からの支援体制の強化を図るとともに、自治
体が養育費の履行確保等に資するものとして先駆的に行うモデル事業を実施する。

32

【令和３年度補正予算】
・ひとり親家庭等相談支援体制強化事業 1.6億円

ひとり親家庭が必要な支援につながり、自立に向けた適切な支援を受けられるよう、ＳＮＳによる相談支援などＩＴ機器
等の活用を始めとしたひとり親のワンストップ相談及びプッシュ型支援体制の構築・強化を図る。

・子どもの生活・学習支援事業 0.5億円
放課後児童クラブ等の終了後に、ひとり親家庭の子どもの生活習慣の習得・学習支援や食事の提供等を行うことが可能な

居場所において、感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経費（かかり増し経費等）を補助
する。

・ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業 22億円
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により困窮するひとり親家庭を始めとした要支援世帯の子ども等を対象とした

子ども食堂、子ども宅食、フードパントリー等を実施する事業者を対象として広域的に運営支援、物資支援等を行う民間団体
（「中間支援法人」）を公募し、その取組に要する経費を助成することにより、子どもの貧困や孤独・孤立への緊急的な支援
を行う。



・ 面会交流が子どもの健やかな育ちを確保する上で有意義であること、養育費を支払う意欲につながるものであるため、継続的な
面会交流の支援を行うことにより、面会交流の円滑な実施を図る。

（４）経済的支援

・ ひとり親家庭等の生活の安定に寄与するため、児童扶養手当を支給する。

・ 母子父子寡婦福祉資金貸付金による子どもの修学に必要な資金等の貸付けを行う。
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２ 困難な問題を抱える女性への支援など婦人保護事業の推進

（令和３年度当初予算額） （令和４年度予算案（補正含む））

236億円の内数 → 343億円の内数

（うち補正予算 105億円の内数）

（１）困難な問題を抱える女性への支援の充実【一部新規】

・ 婦人保護施設の専門性・ノウハウを活かし、困難な問題を抱える女性への支援を展開する地域のNPO等の支援体制を強化する
ため、婦人保護施設に民間団体支援専門員の新たな配置又は心理療法担当職員の加配を行う。

・ 婦人保護施設入所者等に係る一般生活費の基準単価を改善し、施設入所者等の生活水準の向上を図る。

・ 関係機関や他制度に基づく支援との連携や調整等において中核的な役割を担う婦人相談員に対して、経験年数に応じた加算を
設定した上で手当を支給するとともに、期末手当を支給し、適切な処遇を確保する。

・ 多様化・複合化、複雑化する女性が抱える困難な問題の現状に対応するため、婦人相談所や婦人保護施設、婦人相談員とともに、
特色や強みを活かしながら、多様な相談への対応や自立に向けた支援を担う民間団体による地域における取組を推進する自治体に
対する補助事業である「民間団体支援強化・推進事業」を創設する。

・ 「若年被害女性等支援事業」について、相談対応の質の向上や、より安全・安心な居場所の提供に向けて、相談対応職員の研修
受講の促進、居場所支援における夜間の生活支援員の増員や警備体制の確保、特に配慮を必要とする若年女性を受け入れる場合の
個別対応職員の加配等を行うことで、民間団体による困難な問題を抱える女性への支援体制の更なる強化を図る。
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【令和３年度補正予算】
・婦人相談所等におけるＩＣＴ化推進事業、新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業、感染防止対策等のための相談・
支援事業、一時保護所等における医療連携体制強化事業 66億円の内数

令和２年度補正予算に引き続き、婦人保護所等におけるICT化や、感染対策に伴うかかり増し経費、感染が疑われる者
同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修費等の補助を実施する。

・婦人保護施設等における感染症対策のための改修整備及び耐災害性強化 39億円の内数

新型コロナウイルス感染症等の感染症対策として実施する改修（トイレ・調理場等の乾式化、非接触型の蛇口の設置
等）に必要な経費を支援する。
また、「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に基づく耐震化整備、倒壊の危険性のあるブロック塀の

改修等について支援を行う。



１ 児童福祉施設等の災害復旧に対する支援（復興庁計上）

（令和３年度当初予算額） （令和４年度予算案）
２．５億円 → １１億円

○ 東日本大震災で被災した児童福祉施設等について、各自治体の復興計画に基づく、施設の復旧に必要な経費の財政支援

を行う。

※ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく災害復旧費補助の補助率嵩上げ分の追加財政支援。

２ 被災した子どもに対する支援（復興庁計上）
（令和３年度当初予算額） （令和４年度予算案）

１２５億円の内数 → １１５億円の内数
※被災者支援総合交付金の内数

○ 東日本大震災で被災した子どもの心身の健康面への影響等を踏まえ、親を亡くした子ども等への相談・援助など､総合

的な支援を行う。
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【令和３年度予算】 【前年度予算】
第５ 東日本大震災からの復旧・復興への支援

東日本大震災で被災した児童福祉施設等の速やかな復旧を図るとともに、被災した子どもへの心身のケア等

総合的な支援を行う。



子育て家庭を包括的に支援する体制の構築、児童虐待防止対策・社会的養育の
迅速かつ強力な推進に関する令和４年度予算案（令和３年度補正予算）のポイント

Ⅰ 子育て家庭への包括的支援体制の構築等

Ⅱ 児童虐待防止対策

妊産婦や子育て世帯、子どもへの一体的相談支援を行う機関を整備するとともに、支援が必要な子育て家庭等に対する家庭・養
育環境の支援の充実を図ることにより、包括的な支援体制の構築を推進する。また、ヤングケアラーへの支援について、令和４年
度から３年間を「集中取組期間」とし、社会的認知度の向上、地方自治体による実態調査や研修、先進的な取組に対する支援、当
事者団体や支援団体のネットワークづくりを支援する。

・ 妊産婦、子育て世帯、子どもの誰１人取り残すことなく、相談を受け適切な支援につなぐため、母子保健と児童福祉の一体的な
支援体制を構築する。また、家事・育児等に不安を抱える家庭等（ヤングケアラーを含む）に対する家事・育児支援や家庭や学校
に居場所のない子どもに対する居場所支援、ペアレントトレーニング等の保護者支援等の事業を創設するとともに、子育て短期支
援事業等のレスパイト支援の充実等を図る。（令和３年度補正予算）

・ ヤングケアラーについて、令和４年度から３年間を「集中取組期間」とし、中・高校生の認知度５割を目指し社会的認知度の向
上に取り組むとともに、自治体による実態調査や研修を支援する。さらに、コーディネーターの配置やピアサポートなど自治体の
先進的な取組を支援する。また、当事者団体や支援団体のネットワークづくりを支援する。

児童虐待防止対策の総合的・抜本的強化策を迅速かつ強力
に推進する。

・ 子ども食堂や子どもへの宅食等を行う民間団体等と連携した、
地域における子どもの見守り体制の強化を支援する。

・ 子どもの意見・意向表明（アドボケイト）事業の実施要件を柔
軟化するとともに、子どもや児童相談所等へ調査を行う専任の職
員の確保を推進。

・ 児童虐待防止対策体制総合強化プラン（新プラン）に基づく、
子ども家庭総合支援拠点の設置促進を引き続き図る。

・ 一時保護所の定員超過を解消するための整備等の補助率嵩上げ。
（令和３年度第１次補正予算）

・ SNSを活用した全国一元的な相談支援体制の構築等の強化、
「要保護児童等に関する情報共有システム」に基づく自治体間の
円滑な情報共有のための体制整備、AIを活用した緊急性の判断に
資するツール開発の促進を図る。（令和３年度第１次補正予算） 等

特別養子縁組・里親養育への支援の拡充や児童養護施設等
の体制強化など更に推進する。

・「里親委託・施設地域分散化等加速化プラン」に基づく補助率の嵩
上げや、里親委託に意欲的に取り組む自治体が行う先駆的な取組の
支援等を引き続き実施する。

・ 新規の里親家庭に経験豊富な里親を派遣して養育支援を実施する。
・ 児童養護施設等における児童相談所ＯＢ等の雇上げや、児童養護
施設等職員の相談支援を実施する。

・ 児童養護施設等の魅力等を発信するため、学生向けの広報啓発活
動や、各施設等での職場体験等を実施する。

・ 特別養子縁組を行った当事者同士や、あっせんを行った機関等の
交流等に取組む。

・ 施設退所者等（ケアリーバー）への支援を行うコーディネーター
の配置や、都道府県等による実態把握等の補助制度を創設する。
（都道府県等による実態把握等：令和３年度第１次補正予算）

・ 社会的養護関係施設の職員の処遇改善を実施する。 等
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市区町村の母子健康包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点を再編し、妊産婦、子育て世帯、子どもへの一体的相談を行う機能を有
する機関の整備等を推進するとともに、支援を必要とする妊産婦、子育て世帯、子どもを対象とした新たな家庭支援（訪問支援等）を推進
していくことで、包括的な支援体制の構築を図る。

新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備していくための支援

目 的
令和３年度補正予算額：６０２億円（安心こども基金に計上）

支援内容

(訪問家事育児支援) (子どもの居場所支援)

１．母子保健と児童福祉の相談支援機関を再編した一体的な相談支援体制の整備の推進

（１）母子保健と児童福祉の一体的相談支援機関の整備に必要な整備費・改修費の支援
【母子保健・児童福祉一体的相談支援機関整備事業】

（２）母子保健と児童福祉の一体的相談支援機関における子育て世帯等を対象としたサポートプランの
作成や地域づくり、ネットワーク構築等の推進 【母子保健・児童福祉一体的相談支援機関運営事業】

（３）若年等リスクを抱えた妊婦家庭を訪問し、状況把握等を行う取組の推進【妊婦訪問支援事業】

２．支援を必要とする妊産婦、子育て世帯、子どもを対象とした新たな家庭支援の推進

（１）子育て世帯等を対象とした訪問家事・育児支援の推進【子育て世帯訪問支援臨時特例事業】

（２）ペアレント・トレーニングの提供等、親子関係形成支援の推進【保護者支援臨時特例事業】

（３）家庭や学校に居場所のない子どもの居場所支援の推進
【子どもの居場所支援整備事業／子どもの居場所支援臨時特例事業】

（４）子育て世帯のレスパイト支援の充実（親子入所支援・利用料減免等）
【子育て短期支援整備事業／子育て短期支援臨時特例事業／一時預かり利用者負担軽減事業】

３．支援の必要性の高い妊産婦・子どもへの支援体制の強化

（１）支援の必要性の高い妊産婦の滞在型支援の推進
【特定妊婦等支援整備事業／特定妊婦等支援臨時特例事業】

（２）児童相談所一時保護所の定員超過解消に向けた受け皿整備に必要な整備費・改修費の支援
【児童相談所一時保護所等整備事業】

（３）社会的養護経験者（ケアリーバー）に対する自立支援体制の整備
【社会的養護自立支援整備事業／社会的養護自立支援実態把握事業】

(親子関係形成支援)

都道府県・指定都市・児童相談所設置市・市町村（NPO法人等に委託可）

実施主体

令和３年度～令和５年度末

実施期間

(支援の必要性の高い妊産婦の支援) (社会的養護経験者の自立支援)
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令和４年度予算案における児童虐待防止対策関連予算（概要）
◆ 児童相談所における児童虐待相談対応件数が年々増加し、令和２年度には約20万件となっているほか、痛ましい事件が後を絶たず、対策の強化が急務。

◆ 「児童虐待防止対策体制総合強化プラン（新プラン）」（平成30年12月関係府省庁連絡会議決定）、「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成31

年３月関係閣僚会議決定）、「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和元年法律第46号）など、累次の対策が講じ

られているところであり、これらの対策を着実に実施していく。 ※令和３年度補正予算含む

◇地域における子どもの見守り体制の強化【新規】

子ども食堂や子どもへの宅食等を行う民間団体等と連携して、食事の提供や学習支援等、クーポン・バウチャーを活用した子育て支援等サービスを通じた子どもの状況把握を行い、

地域における子どもの見守り体制の強化を支援する。

◇妊産婦への支援の推進

退院直後の母子に対して心身のケア等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保する。

◇子育て世代包括支援センターの全国展開、子ども家庭総合支援拠点の設置促進

年々増加する児童虐待の対応にあたり、虐待の発生予防、早期発見の重要性が高まっていることから、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する子育て世代包括

支援センターや新プランに基づく子ども家庭総合支援拠点の設置を進める。

◇SNSを活用した相談支援の強化等【令和３年度補正予算】

児童虐待防止の観点から、子どもや家庭がより相談しやすくなるよう、SNSを活用した全国一元的な相談支援体制の構築等の強化を図る。

児童虐待の発生予防・早期発見

◇子どもの権利擁護の推進【拡充】

子どもの意見・意向表明（アドボケイト）について先進的な取組を行う自治体への支援や、児童相談所への第三者評価の受審の推進、一時保護中の児童の原籍校への送迎支

援を図る。

◇一時保護所の定員超過の改善【令和３年度補正予算】

一時保護所の定員超過解消を図る自治体を支援するため、定員超過解消のための計画を策定した場合には、一時保護所等の整備等に当たっての補助率を嵩上げする。

◇専門人材の確保・資質向上の推進【拡充】

弁護士配置に係る費用の補助に加え、新たに弁護士業務の補助職員の配置支援、研修等に当たっての外部人材の活用促進を図る。

◇要保護児童等に関する情報共有システムの整備【令和３年度補正予算】

「要保護児童等に関する情報共有システム」を活用した自治体間の円滑な情報共有のための体制整備の促進を図る。

◇AIを活用した全国統一ツールの開発促進【令和３年度補正予算】

児童相談所における一時保護の判断に当たり、AIを活用した緊急性の判断に資するツールの開発を促進する。

児童虐待の発生時の迅速・的確な対応

※ヤングケアラーへの支援については、来年度から３年間を「集中取組期間」とし、社会的認知度の向上、地方自治体による実態調査や研修、先進的な取組に対する支援、当

事者団体や支援団体のネットワークづくりを支援する。

※このほか、家庭養育の推進や自立支援の充実等については、平成28年改正児童福祉法の理念や骨太の方針を踏まえ、里親支援等や措置解除者に対する支援についての

更なる拡充を図ることとしている。 38
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家庭養育優先原則に基づく取組等の推進

Ⅰ 包括的な里親養育支援体制の構築

Ⅲ 施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び
多機能化・機能転換等に向けた取組の推進

Ⅱ 特別養子縁組の推進

Ⅳ 自立支援の充実

自立
支援

施 設

・広報の企画立案、講演会や説明会の開催等による制度
の普及啓発

研修･トレーニング
・登録前研修、更新研修の実施
・委託後や未委託里親へのトレーニングの実施

・子どもと里親とのマッチング
・自立支援計画の作成

・委託後の里親家庭への訪問支援、夜間・休日相談
・定期的な相互交流の場を設け、情報交換等を図る

マッチング

リクルート

・児童入所施設措置費等1,360億円 ・児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業381億円の内数
・里親制度等広報啓発事業2.1億円 ・里親養育包括支援（フォスタリング）職員研修事業34百万円
・養子縁組民間あっせん機関職員研修事業20百万円 ・社会的養護出身者ネットワーク形成事業12百万円
・社会的養護魅力発信等事業（新規）20百万円

里親のリクルートから委託後支援・交流に至るまでの一貫した里親
養育支援を総合的に実施する事業に要する費用を補助。

＜取組内容＞

・ 令和６年度末までの集中取組期間における補助率の嵩上げ
（1/2→2/3）を行うほか、里親委託に意欲的に取り組む自治体が行う
先駆的な取組をモデル的に支援し、効果的な取組事例の横展開等を実施。

・ 新規登録里親へ経験豊富な里親を派遣して養育支援する取組を創設。
・ 里親家庭の一時的な休息（レスパイト）への支援の強化。
・ 自立支援担当職員の補助単価の見直し（事業費を追加）。 等

民間養子縁組あっせん機関に対して、体制整備を
進めるためのモデル事業や、養親希望者等の負担軽減
を図る事業による支援の実施のほか、職員の研修や

第三者評価受審費用等への助成等を実施。

＜取組内容＞

・ 年度ごとに補助事業者を採択する仕組みのモデル事業の一部を一般事
業化し、取組の安定化を図るとともに、補助対象となる事業者数を拡大。

・ 特別養子縁組を行った当事者同士やあっせんを行った機関の交流等に
取組む。 等

里親等への委託や、児童養護施設等への施設入所措置が行われていた者で、18歳（措置延長の場合は20歳）に到達したことに
より措置解除された者について、自立のための支援を継続して行うことが適当な場合に、22歳の年度末までの間、住まいの確保
に関する支援や、生活相談・就労相談等による支援を実施。

＜取組内容＞
・ コーディネーターの配置に対する補助の拡充のほか、医療機関や就労支援機関への同行支援等を行うための補助を拡充。
・ 施設退所者等の実態把握等を進めるとともに、自立支援のための体制整備を促進する。
・ 施設退所後の生活費等や家賃の貸付について、申請時期を施設退所時に限定せず、退所後５年まで延長。 等

※ 施設退所者等の実態把握等及び施設退所後の貸付は令和３年度第１次補正予算において措置。

児童養護施設や乳児院等の施設において、「小規模
かつ地域分散化」に向けた取組や、地域支援に関する
取組強化を含めた、「高機能化及び多機能化・機能転
換」に関する取組等を推進。

上記のほか、社会的養護関係施設の職員に対する処遇改善(３％程度(月額9,000円)引上げ)を令和３年度補正予算及び令和４年度予算案において措置。
また、令和２年度補正予算に引き続き、ICT化、感染対策に伴うかかり増し経費等の補助を令和３年度補正予算において措置。

＜取組内容＞
・ 小規模かつ地域分散化に意欲的に取り組む自治体に対して、令和６年
度末までの集中取組期間における整備費の補助率の嵩上げ(1/2→2/3)
を実施するとともに、定期借地権設定のための一時金の一部を補助。等
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 「新子育て安心プラン」に基づき、補助率の嵩上げ（1/2→2/3）等による保育所等の整備を推進。（※１）

 新型コロナウイルス感染症対策として実施する修繕（トイレ・調理場等の乾式化、非接触型の蛇口の設置等）に必要
な経費を支援。（※１） など

「新子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備・保育人材の確保等

 保育所等における医療的ケア児の受入体制の整備に向けて、補助率の嵩上げを行う（1/2→2/3）とともに、看護師等
を複数配置する場合の加算を創設。

 老朽化した備品や設備の更新及び改修等に必要な経費を補助するとともに、１施設１回限りとされている要件を緩和。

 保育所等における感染対策に伴うかかり増し経費、感染防止を図るために必要な衛生用品の購入等に必要な経費を
支援。（※２） など

多様な保育の充実

 認可外保育施設が遵守・留意すべき内容等に関する指導・助言を行う「巡回支援指導員」の配置等を支援。

 認可外保育施設が設備面において認可保育所の基準を満たすために必要な改修費や移転費等を支援。 など

認可外保育施設の質の確保・向上

保育の受け皿整備

 保育支援者を活用し、保育士の業務負担を軽減する事業について、各施設において、計画的に保育士等の勤務環境の改
善等に関する取組が図られるよう、補助要件を見直し。

 保育の周辺業務や補助業務に係るＩＣＴ等を活用した業務システムの導入等を支援。（※２）

 指定保育士養成施設に通う学生の修学資金の貸付原資を積み増し。（※１） など

保育人材確保のための総合的な対策

別 添 ５

（※１）一部令和３年度補正予算を含む。 （※２）令和３年度補正予算 40



子どもを産み育てやすい環境づくり別 添 ６

すべての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指し、成育基本法や、母子保健にかかる様々な取組を推進する国民運動計画で
ある「健やか親子21」を基盤とし、地域における妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を推進する。

【妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の実施】

子育て世代包括支援センターによる包括的な支援体制の構築
① 妊産婦等の支援に必要な実情の把握 ③保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整

② 妊娠・出産・育児に関する相談、必要な情報提供・助言・保健指導 ④支援プランの策定

子育て世代包括支援
センター開設準備事業

成育基本方針に基づき、安心・安全で健やかな妊娠・出産、産後の健康
管理を支援するため、プレコンセプションケア（女性やカップルを対象と
して、将来の妊娠のための健康管理を促す取組）の実施など、思春期、妊
娠、出産等の各ライフステージに応じて切れ目のない支援を実施する。

性と健康の相談センター事業等

退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も
安心して子育てができる支援体制の確保を行う「産後ケア事業」について、
新たに、非課税世帯に対する利用料減免や、24時間365日の受入体制を整
備することで、支援を必要とする産婦が適切な支援を受けられる体制整備
を図るとともに、安定した事業運営が行われるよう、補助単価の見直しを
図る。また、家庭や地域での孤立感の解消を図るために相談支援を行う
「産前・産後サポート事業」を推進する。

妊娠・出産包括支援事業

不育症検査費用の助成とともに、相談支援の充実を図るため関係者に
よる協議会の設置を図るほか、流産・死産に対するグリーフケアを含む
相談支援、不妊症・不育症に悩む方へ寄り添った支援を行うピアサポー
ト活動や、性と健康の相談センターを拠点としたカウンセラー配置等を
推進する。

不妊症・不育症への支援

退院直後の母子に対して心身のケア等を行い、産後も安心して子育てが
できる支援体制を確保する観点から、産後２週間、産後１か月など出産後
間もない時期の産婦に対する健康診査（母体の身体的機能の回復や授乳状
況の把握等）を実施し、産後の初期段階における母子に対する支援を強化
する。

産婦健康診査事業

聴覚障害の早期発見・早期療育を図るため、都道府県における新生児聴
覚検査結果の情報集約や医療機関・市町村への情報共有・指導等、難聴と
診断された子を持つ親等への相談支援、産科医療機関等の検査の実施状況
の把握や精度管理の実施を支援する。

新生児聴覚検査の体制整備事業

妊娠前 妊娠期 出産 育児産後

妊婦健診

子育て支援策

・保育所・認定こども園等

・地域子育て支援拠点事業

・その他子育て支援策両親学級等

妊娠に関する相談等 乳幼児健診

産前・産後サポート事業

産後ケア事業

産婦健診

不妊症・不育症への支援

妊娠に関する普及啓発

予防のための子どもの死亡検証（Child Death Review）について、都
道府県における実施体制を検討するため、モデル事業として関係機関の連
絡調整、データ収集及び整理、多機関等による検証並びに検証結果を踏ま
えた政策提言を行うための費用を支援するほか、国において、都道府県が
収集したデータや提言の集約や、都道府県に対する技術的支援を実施する。
また、ポータルサイトの運用や予防可能な子どもの死亡事故の予防策等

について普及・啓発を行う。

予防のための子どもの死亡検証体制整備モデル事業等
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ひとり親家庭等の自立支援及び困難な問題を抱える女性への支援等の推進

◆ 「子供の貧困対策に関する大綱」及び「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本方針」等に基づき、ひとり親家庭の就業による
自立に向け、就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援、経済的支援などの総合的な支援の充実を図る。

◆ 多様化・複合化、複雑化が見られる女性が抱える困難な問題に対応するため、相談から保護、自立に至るまでの支援の充実・強化を図る。

○母子家庭等対策総合支援事業

◇ＩＴ機器等を活用した相談支援体制の強化【令和３年度補正予算】
令和２年度補正予算に引き続き、ＳＮＳによる相談支援などＩＴ機器等の活

用を始めとしたワンストップ相談及びプッシュ型支援体制の構築・強化を図る。

◇ひとり親家庭への総合的な支援のための相談窓口の強化事業【拡充】
ひとり親家庭への相談支援を行う母子・父子自立支援員が、弁護士や臨床心

理士等の専門職種のバックアップを受けながら相談支援を行える体制づくりや、相談
支援以外の事務的な業務を補助する者の配置等、休日・夜間の相談対応に必要
な費用の補助を実施する。

◇子どもの生活・学習支援事業【令和３年度補正予算】
感染対策に伴うかかり増し経費等の補助を実施する。

◇ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業【令和３年度補正予算】
困窮するひとり親家庭を始めとした要支援世帯の子ども等を対象とした子ども食堂、

子ども宅食、フードパントリー等を実施する事業者を対象として広域的に運営支援、
物資支援等を行う民間団体（「中間支援法人」）を公募し、その取組に要する経
費を助成する。

ひとり親家庭等の自立支援の推進

◇母子家庭等自立支援給付金事業【拡充】
ひとり親が就労し安定した収入を得て自立することを支援するため、高等職業訓練促進
給付金の対象資格の拡充・訓練期間の緩和の措置を令和４年度も継続するとともに、
自立支援教育訓練給付金の上限額を引上げる。

◇高等学校卒業程度認定試験合格支援事業【拡充】
ひとり親家庭の親の学び直しを支援し、より良い条件での就職や転職、大学や養成機
関等での更なる訓練等を通じたステップアップの可能性を広げるため、支給方法を見直す。

◇離婚前後親支援モデル事業
離婚協議の前後から、父母が子どもの福祉を念頭に置いて離婚後の生活等を考えるた
めの「親支援講座」を行うなど、地方自治体が養育費の履行確保等に資するものとして先
駆的に実施する事業に対する補助を行う。

○養育費等相談支援センター事業
養育費相談に対応する人材の養成のための研修や、養育費の取り決めや面会交流の支
援に関する困難事例への対応等を行う。

42

○婦人保護施設措置費【拡充】
婦人保護施設の専門性やノウハウを活かし、若年女性を主な対象として支援を
展開する民間団体の支援体制を強化するため、婦人保護施設に民間団体支援
専門員又は心理療法担当職員を配置する。
また、婦人保護施設入所者及び婦人相談所一時保護所在所者に係る一般
生活費の基準単価を改善し、施設入所者等の生活水準の向上を図る。

○児童虐待・DV対策等総合支援事業

◇婦人相談員活動強化事業【拡充】

関係機関や他制度に基づく支援との連携や調整等において中核的な役
割を担う婦人相談員に対して、経験年数に応じた加算を設定した上で手当
を支給するとともに、期末手当を支給し、適切な処遇を確保する。

◇民間団体支援強化・推進事業【新規】
地方自治体が、多様な相談対応や自立に向けた支援を展開するＮＰＯ法人等を育
成し、官・民の協働による困難な問題を抱える女性への支援を推進する。

◇若年被害女性等支援事業【拡充】
相談対応の質の向上や、より安全・安心な居場所の提供等に向けて、事業受託団体
における相談対応職員の研修受講の促進、特に配慮を要する若年女性を受け入れる
場合の個別対応職員の加配等を行う。

◇困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業
婦人相談員を配置している市区単位で、婦人相談所等の都道府県の機関や市区

の関係機関、民間団体の参画による横断的な連携・協働の下、困難な問題を抱える
女性への支援を展開するためのネットワーク（協議会）の構築・運営に要する費用を補
助する。

困難な問題を抱える女性への支援など婦人保護事業の推進

別 添 ７
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